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INFORMATION～まちからのお知らせ～

自動車事故被害者救済制度のお知らせ

１　交通遺児等育成資金の貸付

　　対�象�者　　�自動車事故が原因で死亡または重

度の後遺障害が残った方の子で、

中学校卒業までの方

　　貸付金額　　一時金…155,000円

������������　　毎　月…１万円または２万円

　　利　　子　　「無」

　　貸付条件　　�市町村民税が非課税または均等割

のみ課税など

２　重度後遺障害者への介護料支給

　　対�象�者　　�自動車事故により「脳」「脊髄」

または「胸腹部臓器」に重度の後

遺障害を持ち、自賠責保険の後遺

障害等級が次に該当する方

　　　Ⅰ種（常時要介護）…１級１号または２号

　　　�　　（�平成14年３月31日以前の事故は１級３

号または４号）

　　　Ⅱ種（随時要介護）…２級１号または２号

　　　　　�（�平成14年３月31日以前の事故は２級３

号または４号））

　　支�給�額　　�特Ⅰ種（最重度）

…68,440円～136,880円

　　　　　　　　Ⅰ種（常時要介護）

…58,570円～108,000円

　　　　　　　　Ⅱ種（随時要介護）

…29,290円～�54,000円

 問�独立行政法人自動車事故対策機構

� 　福島支所

　　☎024-522-6626

� 　024-522-6627

お世話になります　11月１日付新規採用職員

　広野町は、復興業務の進展による業務量の増大に対応するため、11月１日付で行政職の職員２人を採用し

ました。新規採用職員が、これからお世話になる町民の皆さんに対して、一問一答形式でごあいさつします。

福祉介護課�生活福祉係（広野町保育所）　

根
ね も と

本　幸
ゆき

Ｑ出身地は？

　広野町

Ｑ趣味や特技は？

　趣味は、音楽・映画鑑賞

Ｑ好きな言葉は？

　夢は必ず叶う

◇広野町民の皆さんに一言

　�好感を持っていただける保育士になれるよう、

日々学び、努力していきますので、よろしくお願

いいたします。

建設課�建設係　

渡
わたなべ

辺　駿
しゅん

Ｑ出身地は？

　広野町

Ｑ趣味や特技は？

　�趣味は、球技のスポーツ

　全般、買い物　特技は、

　剣道

Ｑ好きな言葉は？

　笑顔

◇広野町民の皆さんに一言

　�一日でも早く仕事を覚え、広野町役場の戦力とな

り、町民の方々の役に立てるよう頑張りたいと思

います。

家屋を取り壊したら家屋滅失の届け出を

　固定資産税は、毎年１月１日に所有している家屋

に対して課税されます。家屋を取り壊した場合や滅

失登記の申請が12月末日までに間に合わない場合に

ついては、12月26日（月）までに町へ「家屋滅失届

出」を忘れずにご提出ください。

　家屋を取り壊すと、翌年度からは課税されなくな

りますが、町への届け出や、法務局での滅失登記の

手続きを行わないと、引き続き課税される場合があ

りますので、ご注意ください。

 問�税務課　☎0240-27-4160

平成28年分確定申告書へのマイナンバーの記載について

　税務署に平成28年分の所得税などの確定申告書を

提出する際には、マイナンバーの記載と本人確認書

類（番号と身元の確認できるもの）の提示または写

しを添付していただく必要があります。

≪本人確認書類の例≫

（１）個人番号カード（番号確認と身元確認）

（２）�通知カード（番号確認）＋運転免許証、健康

保険の被保険証など（身元確認）

　※�申告書作成会場においでになる際は、本人確認

書類の持参をお願いします。

　　�確定申告書を郵送する場合は、

　　本人確認書類の写しの添付を

　　お願いします。

 問�相馬税務署

　 ☎0244-36-3111

平成29年１月から65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります

　これまで65歳に達した日以降に雇用された方は、

雇用保険の適用除外でしたが、１月以降は、１週間

の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用の

見込みがあれば、原則として雇用保険の対象となり

ます。対象となる労働者を雇用する事業主の方は、

加入手続きが必要となります。詳しくはハローワー

ク（公共職業安定所）にお問い合わせください。

 問��相双公共職業安定所�

　　富岡出張所（ハローワーク富岡）

　　☎0246-24-3055

うつについて学びませんか　うつを学ぶ家族の相談会を開催します

　南相馬市において、「うつを学ぶ家族の相談会」

が実施されます。第１部の公開講座については一般

の方の参加もできますので、興味がある方は相双

保健福祉事務所障がい者支援チーム（☎0244-26-

1133）までお問い合わせください。

■開催日時　　平成28年12月19日（月）

　午後１時30分～�（第１部）�公開講座「心を軽くす

る運動」

　午後２時55分～�（第２部）家族交流会

　※�第２部の「家族交流会」については、うつ病で

治療中の方の家族のみ参加可能です。

■開催場所　　�福島県南相馬合同庁舎（南相馬市原

町区錦町１－30）南庁舎４階

■備　　考　　�公開講座、家族交流会のいずれも事

前申し込みが必要です。参加を希望

される場合は12月12日（月）までに

申し込みをお願いいたします。

 問�福島県相双保健福祉

　　事務所障がい者支援

　　チーム

�　�☎0244-26-1133


